










 





 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

問１  
図１の標識がある場所での駐車は禁止されているが、荷物の積み降ろしのための 5分以内の停
車であればしてもよい。 

問２  図２の標識は前方に電車の駅があることを示している。 

問３  運転者は一般道路であっても、原則、乗員全員にシートベルトを着用させなければならない。 

問４  
信号機がない交差点を通過する時、交差する道路が優先道路である時は、必ず手前で一時停止
しなければならない。 

問５  バックミラーや目視で安全を確認したので、合図をださずに進路変更を行った。 

問６  高速自動車国道の登坂車線は、荷物を積んだ大型貨物自動車だけが通行できる。 

問７  対面する警察官が腕を横に水平に上げている時は、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。 

問８  長い下り坂では、フットブレーキを頻繁に使って走行するのが良い。 

問９  雨の日の山道では、地盤の緩みなどを考慮し、路肩に寄りすぎないように走行する。 

問１０  安全運転のポイントは、自分の癖や性格を知り、それを補う運転をすることだ。 

 

 
 

 
 

 

 

 

交 通 安 全 テ ス ト  

《答え》   

問１ × 問題の標識は「駐停車禁止」を示す規制標識です。この標識がある場所では原則として駐車も停車もしてはいけません。 

問２ × 問題の標識は「踏切あり」を示す警戒標識です。 

問３ ○ そのとおり。同乗者が妊娠中等のやむを得ない場合を除き、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転して

はなりません。【法第７１条の３第２項】 

問４ × 問題の状況では徐行し、交差車両等の進行を妨害しないようにします。【法第３６条第２項、第３項】 

問５ × 進路変更をする際は、方向指示器や手などで合図をし、進路変更が終わるまで合図を継続しなければなりません。 

【法第５３条第１項】 

問６ × 車種に関係なく、速度の遅い車は登坂車線を通行しましょう。【教則第７章第２節】 

問７ 〇 その通り。【令第４条第１項】 

問８ × 長い下り坂を走行する際は、低速のギアを用い、エンジンブレーキを活用しましょう。【教則第６章第２節】 

問９ ○ そのとおり。【教則第６章第４節】 

問１０〇 そのとおり。自分の性格をカバーして、安全運転に努めて下さい。 

次の問は、運転者として知っておくべきこと、守らなければならない 

こと、安全運転の方法などについて述べています。 

正しいものには○を誤りには×をつけて下さい。（１問１０点･計１００点） 
 

 
 

図１ 図２ 

出典:月刊自動車管理 
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